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英
図
立
秩
に
於
け
る
近
時

の
趨
裕
を
日
ル
る
仁
、
不
曲
目
不
語
の
問
に
、
所
前
壮
合
政
策
の
綱
倣
が
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長
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秩
序
的
仁
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叉
議
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に
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行
せ
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る
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事
貨
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人
宅
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能

はふ
y
。

保
護
の
領
域
を
娘
一
誠
一
ず
る

の
紡
に
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鯵
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引
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倫
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等
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脊
絵
あ
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、
傭
者
資
任
務
あ
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都
市
事
業
の
政
策
あ
y

り。'

〈
欧
五
せ
ち
れ
、
往
々
趨
周
の
範
闘
を
披
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ず
る
と
向
精
に
、
業
規
定
を
紺
潜
に
し
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公
共
衛
生
絵
、
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側

此
他
工
場
棋
は
織
を
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献
労
働
者
住
家
総
の
制
定
を
見
る
等
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耽
曾
政
策
の
方
針
次
第
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立
絡
の
全
局
面
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ん
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る
の
形
勢
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日
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感
一
な
ら
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し
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昨
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の
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る
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仁
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簡
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一
、
自
由
放
任
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合
に
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の
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叉
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叉
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仁
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近
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り
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労
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傭
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す
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然
永
久
の
地
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を
失

q
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こ
山
時
的
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業
の
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せ
る
期
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に
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念
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第
一
一
、
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業
の
性
質
、
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時
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叉
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、
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が
斜
め
、
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使
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一
の
扶
践
に
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9
、
多
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の
失
業
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を
生
タ
る
場
合
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第
三
、
大
都
舎
に
於
て
職
業
が
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節
に
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ム
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閑
の
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を
現
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ず
翁
め
、
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散
の
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節
に
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し
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方
に
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の
状
態
仁
陥
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合
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第
四
、
新
生
産
課
程
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新
機
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の
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用
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他
産
業
上
の
後
勤
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、
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計
下
の
新
手
段
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ず
る
訓
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、
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げ
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ず
る
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合
な
き
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働

J
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し
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b
失
業
者
救
線
開
問
題
の
会
部
を
解
決
す
る
に
足
ら
み
y
と

っち聾~t

. '''~~:.':~r'~~~:f~ \~ 

;iJJ 

難
詰
り
、
官
版
解
決
の

一
一
銭
件
な
ゐ
を
失
は
み
yo

議
し
今
日
失
鶏
者
問
題
に
接
し
て
、
最
も
大
な
る

放
批
州

E

乙
制
的
む
可
さ
は
、
如
何
な
る
地
位
職
業
が
現
在
的
低
血
trh
潟
れ
る
が
、
久
ゑ
等
の
地
位
職
業
は

如
何
な
.
ゐ
地
方
に
散
在
せ
る
や
を
最
も
辺
誠
に
、
最
唱
硲
資
に
、
然
母
鉱
山
料
に
て
知
得
す
l
，
Q

能
は

、
:
t
J
E
 

合
る
の

一
事

C
し
て
、
此
い
結
果
棟
一
働
者
を
必
要
と
す
る
使
俄
者
以
眼
前
仁
解
雇
せ
ら
れ
ん
と
す

る
傍
働
宥
あ
る
が
も
之
を
顧
み
-V/
、
叉
特
殊
の
紙
切
働
仁
詩
す
る
使
協
の
機
舎
は
特
殊
の
時
期
仁
存

l

，、.4

、，
A
I
J

〉

』

，

A
d
v
o

在
ぜ
如
、
門
戸
る
号
、
・
咋
心
配
滋
知
せ
グ
る
が
'
知
ぬ
弓
ザ
ペ
荷
令
を
弱
力
れ
・
中
小

J
t

問
よ

b
村
諮
叉
は
小
都
舎
に

し
て
、
職
業
の
犠
類
少
な
き
唱
の
ド
於
て
弘
、
広
依
を
見
出
し
、
又
就
職
者
を
求
ひ
る
乙
と
悶
灘
な

ら
や
ノ
と
雌
号
、
倫
敦
、
英
他
大
都
合
の
如
く
、
職
業
の
種
類
甚
だ
多
く
、
然
も
各
、
総
の
職
業
一
仁
専
門
濁

得
の
別
あ
る
仁
於
て
は
、
使
俄
者
よ
」
枇
労
働
者
と
の
間
に
或
る
聯
絡
を
設
け
、
然
弘
之
を
組
織
的
と

す
る
は
最
も
必
裂
に
し
て
、
斯
く
の
如
〈
し
て
、
職
業
を
求
め
ん
と
し
て
、
奔
A

怖
に
疲
る
、
の
制
問
を

附
泣
く
る
を
得
ぺ
し

0

・・t
s

r

ι

n

i

l

・

今
、
岡
山
本
が
勢
働

A

取
引
所
を
い
設
立
し
て
其
効
果
を
製
げ
ん
t
し
す
る
仁
は
、
取
引
所
の
潟
ず
所
を

し
て
前
詑
凶
舗
の
失
業
者
を
救
約
す
る
仁
趨
肱
せ
し
め
な
る
可
か
ら
?
。

第

続
の
失
業
者

7 

郎
、
ち
永
久
の
地
位
を
失
ぴ
な
る
州
労
働
者
以
州
労
働
取
引
所
仁
依
て
、
如
何
な
る
地
位
、
が
如
何
な
る

ニ
ニ
九

L 



融
問
働
取
引
所
翰
・

8

郁
舎
に
於
て
窓
依

ι然
れ
る
や
を
知
r

り
、
叉
自
己
の
熟
議
せ
一
一
心
特
殊
の
業
務
は
産
業
上
に
於
け

る
鑓
動
の
結
果
と
し
て
、
狭
憾
と
潟
よ
り
、
他
仁
代
る
可
を
職
業
を
求
ひ
る
の
必
一
県
を
認
め
、
之
に
熔

日ご一一

O

b
て
一
身
の
方
搬
を
定
ひ
る
を
得
ペ
し
。

町.、.、
'一 P

"‘，  
.‘，、

J ‘. ( 

第
二
舗
の
失
業
者
'
部
丸
一
時
的
叉
除
問
欺
的
職
業

に
於
ゆ
り
る
失
業
者
に
到
し
て
は
、
勢
働
取
引
所
は
議
活
重
要
な
る
職
務
全
長
く
反
対
貯
ま
絞
る

J

d
，

・

-
S
A
e
t
lフ

f

1

1
よ

-
J
、
l
I
'
t
s』
a
f
H
d
J

積
鋲
の
峨
労
働
者
仁
殆
ど
肉
餓
な
く
共
用
を
致
す
唱
の
と
云
ふ
可
し

υω
も
誠
引
所

ρ
使
備
の

獄
況
に
就
て
常
じ
各
方
…
仰
の
材
料
J

ど
蒐
集
す
る
以
上
以
、
努
働
者
は
、
今
日
の
如
く
職
業
ぞ
求
む

‘ . 

る
斜
め
に
、
・
怒
し
く
開
方
を
初
役
す
る
の
必
要
に
殺
せ
歩
、
叉
臨
時
的
職
業
の
中
絶
し
食

vo
際
に

-
無
臓
の
地
位
に

mm
る
と
と
な
を
あ
J

一
得
べ
し
。

の
ω
郎
容
を
恭
隠
す
る
唱
の
な
れ

C
司
、
取
引
所
の
設
備
ぞ
ら
ん
か
、
紙
切
働
者
は
一
事
業
の
終
了
ず

る
以
前
に
、
他
事
業
の
開
始
す
る
ζ
l
c

を
知
1

り
て
、
之
に
故
く
を
H
ザ
べ
し
。

-
a
m
i
r
d
H

壬
1

J

fv
、1
ノ

ー
-
F
β
M
f
u
a
J
4

一三、、
.
1
U
‘主

F
a
-
-ヰ
も

'
a
r

、ベJ

M山
庁

ι
叫
刻
家
菜
M
M
約
菜
の
ふ
列
島
辻
、
品
名
臨
時
的
職
業

大
小
都
舎
を
迩

b
て

‘ 、'.."・‘・‘、.

幾
多
の
取
引
所
を
設
け
、
英
関
の
勝
絡
を
密
按
な
ら
し
め
ん
が
、
常
係
電
信
を
利
用
し
、
殆

t
毎
時

間
都
合
の
如
何
な
る
方
而
に
於
て
、
如
何
な
る
種
類
の
傍
働
者
に
艶
し
、
如
何
な
る
職
業
の
存
ナ

る
や
、
叉
如
何
な
る
都
舎
に
は
'
如
何
な
る
種
獄
の
傍
働
者
、
が
職
業
を
求
め
つ
h
3

あ
る
や
止
が
報

円、聾軒:

ず
る
を
得
る
が
散
に
、
傍
働
者
以
今
日
の
如
く
践
に
…
井
の
風
説
仁
動
か
コ
れ
、
職
業
を
得
ん

Z

't， ~).~.:\~J~:~:;:' 

j
u

て
、
成
る
地
方
仁
触
を
、
職
業
を
得
る
能
川
い
ふ
少
し
て
失
裂
す
る
が
如
を
と
と
な
く
、
取
引
所
に
依

よ
り
、
英
資
自
己
に
越
す
る
職
業
の
存
夜
ず
る
地
方
ド
ト
沿
宏
、
然
活
必
一
裂
の
民
数
を
限
て
、
之
ぶ
於
く

が
故
尺
就
職
一
者
に
滋
剰
を
訴
ふ
る
が
如
会
弊
を
社
施
?
る
仁
織
か
ら
み
yo

一
良
仁
事
業
の
穏
類
に
依
て
は
、
英
作
業
の
高
が
季
節
に
依
て
幾
勤
し
、
依
A

ザ
ぴ
英
畿
動
広
一
定

の
規
律
あ
ん
'
と
す
る
も
、
戒
一
る
数
月
間
枇
労
働
者
は
阪
ゐ
繁
忙
を
訴
か
る
と
岡
崎
に
、
他
の
数
月
山
附

は
大
に
閑
散
仁
容
し
り
ζ

ー
し
あ
I

り
。
今
一
寸
八
百
九
十
党
年
よ
よ
ソ
千
九
百
六
年
仁
一
会
る
十
年
間

期
る
季
節
的
傍
働
者
の
依
備
状
終
仁
就
て
、
商
務
院
の
調
査
報
告
す
る
所
注
の
如
し
。

是
等
の
中
建
築
業
は
設
が
も
一
級
法
制
な
る
唱
の
に

し
て
、
春
季
に
杢
て
漸
く
滑
加
し
、
レ
七
月
仁
業
絶
頂
広
務
し
、
八
月
末
よ
ー
り
年
、
米
ド
笠
る
開
次
第

に
誠
治
必
ず
。
慾
内
装
飾
業
活
亦
大
勝
之
と
趨
勢
を
共
仁
し
、
民
事
製
造
業
は
六
月
世
一
に
・
七
月

を
以
て
最
も
繁
蛇
&
秘
む
。
!
桶
製
治
決
は
之
よ

b
季
節
税
く
、
刺
子
製
造
、
耐
子
製
治
業
り
仰

れ
唱
秋
宏
季
節
E
C

し
、
衣
服
裁
縫
業
は
十
月
並
ぶ
十
一
月
を
閑
散
の
時
と
し
、
十
二
月
よ
t
り
者

補
し
て
る
一
然
日
海
松
守
と
事
業
の
性
質
を
異
K
・
し
、
例
ヘ
ば

春
季
滋
仁
夏
季
ぃ
ド
は
多
数
の
職
業
あ
ん
〆
。

挙
ま
で
繁
忙
を
告
?
る
を
常

t
す。

9 

鈴
鋼
業
の
如
を
所
開
冬
季
作
業
ー
し
し
て
知
ら
る
k
B

唱
の
あ
1
リ。

湖
町
働
取
引
所
愉

叉
斯
る
気
候
の
関
係
よ

L

日

}

}

〕

〕

}

. 
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J

怨

敵

誠

引

所

倫

ニ

5
3

は
、
…
枇
合
上
の
習
慣
に
依
て
、
感
動
を
生
歩
る
滋
d

業
ゐ
'hJU

例
ヘ
ー
ば
印
刷
業
の
知
念
、
人
t
H
月
米
吋
献

が
も
繁
恰
に
し
て
、
グ
リ
ス
マ

λ

を
過
?
る
と
共
に
、
閑
散
と
翁
よ
リ
、
一
一
月
ょ
ん
'
一
一
一
月
に
掛
け
て
、
将
一

A
U

依
復
し
、
凶
月
よ
t
り・
1

月
に
潔
ゐ
問
沈
表
し
、
夏
季
殆
ど
業
務
の
総
ゆ
る
を
見
る
。

製
紙
業

の
如
合
成
υ
亦
峨
ぽ
之
と
い
傾
向
を
一
に
ず
。

決
磁
業
は
十
二
日
月
以
m
Mも
繁
忙
仁
し
て
、
六
七
八
の
一
一
一
筒
月
を
通

b
て
mw
散
と
錦
t

り
、
製
織
業

は
年
末
閥
箇
月
を
以
て
繁
忙
期
と
す
。

‘ . 

斯
く
各
種
職
業
の
問
に
、
共
級
一
織
に
依
t

り
一
年
中
の
季
節
に
於
て
袋
闘
の
議
あ
る
乙
と
付
命

陣曽闇蝿嗣

な
2

り
と
す
れ
ば
、
俄
令
ぴ
英
繁
闘
の
時
期
以
各
事
業
仁
於
て
、
錯
綜
す
る
活
の
あ
ん
と
す
る
号
、
常

ほ
成
る
事
強
引
い
は
減
る
時
期
に
於
て
所
婆
以
上
の
労
働
省
を
擁
し
て
、
英
彪
胤
慨
に
苦
し
み
-
結
局
之

を
解
備
す
る
と
同
時
仁
、
他
日
再

α
之
を
軍
備
す
る
が
・
知
念
乙
と
あ
る
可
し
。

戒
は
事
業
に
依

て
は
、
英
枕
表
期
仁
似
附
し
て
は
、
特
に
持
働
時
間
を
短
縮
し
て
就
業
せ
し
め
、
事
業
の
紫
位
と
潟
る

ま
で
之
を
産
機
ヤ
告
の
な
さ
に
非
歩
。
炭
破
、
織
物
業
、
製
銭
、
製
鋼
設
に
多
数
の
工
場
を
始
め
]
農

多
少
特
殊
の
熟
練
を
必
凌
之
ず
る
傍
働
仁
於
て
は
、
此
機

1 、J '.'‘・

の
腐
鐙
け
い
使
術
者
被
傭
者
双
方
仁
取
て
巴
U
L
v
v
得
公
る
所
な
る
可
し
。

然
れ
ど
も
他
の
事
業

'>γ3・:予三苦労聾軒

業
等
に
於
て
往
々
其
然
る
を
nup
ヅ心。

v
ト
於
て
は
、
英
紙
病
問
γ
ト
依
て
持
働
者
の
出
入
頗
る
多
を
に
上
る
も
の
な
し
と
せ
歩
。
殺
し
唱
航
労

働
取
引
所
に
し
て
共
業
務
を
開
始
せ
ん
か
、
最
高
等
の
特

z

殊
鶏
総

k
援
す
る
州
労
働
の
外
、
此
F

舗
の

献
す
働
者
の
出
入
は

A

取
引
所
を
滋

b
て
、
最
弘
倍
氏
仰
に
行
は
れ
打
、
成
ゐ
事
業
に
し
て
閑
散
な
ら
ん
か
、

キr
 

}
!
 

勢
働
者
以
繁
蛇
な
る
事
業
配
求
め
て
之
に
州
脱
会
、
特
に
航
労
働
時
間
短
縮
の
下
に
、
啓
来
の
事
業
に

国
着
ず
る
の
必
要
を
存
せ
古
る
に
至
る
一
円
し
。

成
以
傍
働
経
織
の
丸
信
機
よ
t
り
見
て
、
総
て
一
時
的
労
働
仁
溺
す
る
も
の
を
燦
減
せ
し
む
る
を

得
れ
ば
亦
可
な
J

り
と
総
母
、
事
業
仁
於

J

り
る
業
務
の
す
同
に
利
治
あ

b
、
気
候
挙
節
の
幾
動
ふ
J

り
駁

，. .、
‘ 

百
千
高
の
消
費
者
、
が
需
要
す
込
所
に
異
動
あ
る
以
上
は
、
使
俄
者
が

一
時
的
持
働
を
穏
W
祝
し
て
、

以
て
業
務
経
緯
の
必
要
仁
燃
性
し
む
る
は
、
日
り
を
得
公
る
所
に
崩
ず
る
宅
の
と
訟
は
な
る
可

か
ら
、
ポ
ノ
。
斯
く
枇
労
働
者
が
偶
然
の
事
情
よ
1

り
永
久
の
地
位
を
失
び
、
武
J
N
μ

一
時
的
叉
拡
制
欲
的

事
業
に
就
き
、
戒
は
季
節
的
事
業
仁
就
け
ゐ
斜
め
い
L

職
業
を
隣
る
h

も
の
と
し
〈
、
ゑ
等
の
失
業

者
が
一
時
の
事
情
の
去
る
と
共
に
、
議
・
米
の
職
業
仁
復
す
れ
ば
誌
だ
可
な
よ
ツ
ー
し
雌
昔
、
一
然
ら
合
る

ぶ
於
て
は
、
日
応
等
以
相
必
旅
立
-
ち
て
第
一
一
一
様
の
失
業
者
之
総

b
、
結
局
浮
浪
者
の
状
態
仁
協
ち
診
る

11 

b
ι
m
w
ホ
fo

関
山
ふ
に
献
労
働
取
引
所
は
此
糠
の
失
業
者
仁
濁
し
て
最
大
の
効
果
を
視
は
ず
・
も
の
な

鯵

働

取

引

所

倫

'

ユ

ロ

コ

一

一



， 

制
貯
働
取
引
所
論

一一一一一間

12 

b 

議
し
枇
合
会
般
の
利
容
よ

to
考
ふ
る
仁
二
時
的
叉
は
悶
欲
的
賃
銀
紙
労
働
&
排
除
ナ
る
ほ

品
取
材
も
必
〆
袈
仁
し
て
、
之
を
排
除
す
る
の
手
段
と
し
て
、
紙
労
働
取
引
所
の
効
茶
み
る
は
論
を
侠

K
安。

間
よ
J

り
伎
備
不
足

(Cロ
円
山

0
3
3
5
1
8
3ど
の
根
本
原
図
た
る
持
働
需
要
の
不
規
律
を
改
め
て
、
業
規

待
投
然
食
、
ふ
沙
も
の
あ
ち
し
り
る
叶
料
、
到
熔
盟
ひ
可
か
ら
ぎ
る
の
数
仁
し
て
、
私
人
の
事
業
ド
ト
於
け

. 

ゐ
之
、
官
臨
の
事
業
に
於
け
る
止
を
問
は
や
J

、
主
使
役
す
る
労
働
者
の
放
に
日
々
多
少
の
幾
動
を

. 

見守
'Q

を
常
BAe--

す。

随
て
如
ね
な
る
方
法
を
以
て
す
る
号
、
谷
筒
の
事
業
に
就
て
傍
働
使
備
の
上

に
畿
一
動
を
比
位
、
ポ
ノ
る
は
之
を
避
く
る
能
叶
似
合
ノ
1ι

蹴
号
、
一
事
業
に
俄
れ
る
所
を
以
て
他
事
業
に
足

ら
な
吋
心
所
を
郁
ひ
、
み
一
踏
の
事
業
に
於
て
使
館
不
足
去
訴
ふ
る
者
の
数
を
減
、
下
/
る
は
決
し
て
錦

a 、. 
、.‘、

し
齢
都
合

}
E
に
非
中
/
。

殊
に
挑
刀
働
取
引
所
を
総
て
混
入
れ
大
る
傍
働
宥

K
就
て
は
、
雇
備
の

f条

件
と
し
て
、
共
期
間
の
最
小
限
度
を
一
一
街
月
と
す
る
が
'
加
を
規
定
を
設
け
ん
い
れ
、
事
業
の
蹴
祝
仁

依
り
、
一

日

間

似

A
ツ
叉
は

、V

I 、:一 .~r ，" '.~ '.  

.:~ 'q....fj~>・山、

一
週
間
限
J

り
に
て
、
労
働
者
に
職
業
を
失
は
し
り
る
と
E

と
な
ぎ
を
得
ぺ
し
。

浮
浪
者
を
減
ヂ
る
方
法
以
後
・
米
政
府
の
最
も
替
必
し
食
る
所
仁
し
て
、
或
は
殿
酷
の
方
針
を

以
て
、
或
は
寛
大
町
の
態
度
中
ど
以
て
、
之
仁
臨
み
文
れ
ご
号
、
常
に
薬
効
果
を
見
る
能
川
料
品
yo

議
し
傍
，

働
、
の
場
所
を
求
ひ
る
唯
一
の
方
絵
は
般
労
働
の
需
要
あ
る
所
に
践
を
て
、
之
に
就
〈
仁
外
な
ち
念

、.

-F 

J

a

A

1

9

-

-，
 

，
i
 

1

0

J
句
会
、

7
司
t
i
A
J‘

ペ
ム島

・魚、

る
以
上
は
、
失
業
者
が
都
合
と
都
合
と
の
聞
を
一
過
躍
す
る
は
安
際
じ
己
む
を
得
歩
也

る
銅
盤
者
l
f
h

幣

mm
的
防
げ
滋
者
l

乙
の
間
ド
区
別
を
龍
〈
乙
と
問
難
な
み
の
み
在
ち
京
、
、
論
制
服
者
に

一
歩
4Z
誤
ま
ら
ん
か
、
常
習
的
均
一
段
者
と
伍
を
共
に
せ

f

な
る
可
か
ら
や
パ
」
る
い
L

至
る
可
し
。

百
附
し
て
斯

し
て

事

ょ J、
ミ

悲
し
港
問
立
傍
働
取
引
所
設
立
せ
ち
れ
、
失
業
者
は
倒
的
如
何
な
る
践
に
於
て
、
労
働
の
需
要
あ

る
や
を
知
る
を
得
ん
仁
川
μ
、
職
業
を
求
ひ
る
然
め
い
い
凶
方
を
遍
歴
す
る
を
要
せ
や
/
、
師
同
信
電
話
の

使
土
利
用
し
て
、
職
業
の
存
ず
る
場
所
を
硲
め
、
若
し
部
業
地
仁
赴
く
の
旅
資
を
有
せ
合
ゐ
場
令

ド
ト
け
料
、
持
働
取
引
所
拡
之
に
議
披
す
を
税
金
し
る
鍛
滋
初
符
を
交
付
し
、
他
日
調
燃
を
以
て
茶
文
抑

に
常
ら
し
ひ
ゐ
が
故
仁
、
衣
食
の
設
を
小
仰
心

V

一
ホ
ノ
し
℃
、
遍
隠
す
る
者
の
跡
を
紹
つ
可
1
0

今
日
英
闘
に
於
て
救
貧
絵
其
似
の
救
仏
側
件
紛
争
施
行
す
る
に
蛍

b
d取
が
も
悶
難
と
ず
る
は
、
…
身

上
の
安
保
配
強
行
す
る
の
議
を
除
く
乙
J
・
ゑ
れ
な
ん
。

例
へ
ば
無
宿
の
貧
民
の
如
を
、
之
を
放

部
せ

λ
止
す
る
旬
、
輿
論
は
目
芯
等
仁
骨
形
の
必
要
を
充

3
1し
め
ん
乙
と
な
要
求
し
て
日
ま
-Jy
、叉

貨
幣
仁
無
料
街
泊
所
其
他
に
収
容
し
て
、
以
て
救
助
bq-

致
コ
ん
止
す
。
若
し
毛
此
方
務
に
依
て

救
助
す
る
を
得
れ
ば
、
品
、
だ
一
円
な
1
9
と
雌
川
市
、
悶
よ
I

り
其
能
く
す
る
所
仁
非
歩
。

昭
、
日
n
H吊
ず

制

限

白

日

ーって
i
f
u渇
叫
刊
占
H
W

よ
引
U

H

J

ゃ，

l~ 

じ
し
て
、
業
向
幼
女
に
充
分
の
給
養
を
致

3
N
E
る
と
を
ー
は
、
地
方
敬
育
局
、
地
方
衛
生
局
の
袋
期
を
以

mw
働

戚

引

所

倫

二
三
五

モ

It.， . ' 



， 

制
貯
働
取
引
間
明
治

日一一一一品ハ

14 

て
、
之
に
食
部
を
即
興
ふ
る
と
脇
陣
替
、
問
よ
』
り
其
効
附
m
m川
市
内
会
を
期
す
可
わ
ら
歩
。

め
、
図
一
立
勢
働

4

取
引
所
を
設
け
て
傍
働
の
機
舎
を
炉
、
け
、
認
後
に
於
て
此
機
合
…
を
利
用
品
は
グ
る
者

あ
ら
ん
か
、
開
一
家
に
於
て
呉
安
住
を
札
し
、
お
惰
、
白
歳
、
不
役
一
窓
、
飲
酒
等
の
矯
め
に
賛
同
に
隠
れ
る

hFF〉
」

h
v
f
S

3

J

一

刈

5

1
リ
吋
泊

者
広
野
し
て
殿
堂
な
る
制
裁
を
加
ふ
る
を
得
ぺ
を
滋
現
な
ι
り。

. 

_... 
_.. 

放
〈
倒
が
八
(
ブ
間
関
立
以
労
働
取
引
所
を
開
設
す
る
に
皆
h
、
郷
巡
の
制
度
合
参
酌
し
た
る
は
陥
駄
を

v
b
'
L
2
0
 

勾市ト

b
a
q
」
qノ

載
し
千
八
百
九
十
一
一
一
年
よ
・
ち
九
十
凶
年
仁
一
会
る
問
英
樹
刈
雨
間
関
共
に
不
景
お
に
沈
紛

し
、
失
業
者
の
鹿
滋
仁
紡
し
北
る
際
、
初
逃
は
平
く
も
努
働
取
引
所
の
開
設
に
若
手
し
、
潟
水
小
共
事

輔副闘・醐

楽
に
惑
し
を
藤
議
を
告
げ
な
み
。

印
私
〆
泣
一
の
如
し
、

日・ii:tif・ィ?、 4 

.l;~l~} <:.: 

一
人
口
ハ
]
九

OZM一九
O
七
年
中
誠
引
所
K
依
り
職
業
忙
絞
り
あ
者
一
一
特
即
時
並
仁
設
立
期

林
一
一
一
、

8
3
8一

伊
八
四
七
一
す
で
一
一
面
一
一
一
一

h
h
o一
附
味
線
転
以
忘
年
ご
凡
九
一
一
一
塁

ス
ッ
、
ト
が
ル
ト
一
一
一
四
九
‘
0
0
0
一
一
一
…
七
、
八
九
一
一
一
一
一
八
凶
二
七
一
五
六
、
出
…
一
一
O
一
市
設
二
八
九
五
年
)

ミ
ユ
シ
ヘ
ン
一
五
一
一
一
九
6
0
0
一
ニ
丸
、
ホ
五
八
一
一
一
問
、
O
云
五
一
一
一
六
七
一
一
一
一
向
上

フ
ラ
ン
グ
プ
ル
ト
…
一
一
三
豆
、
0
0
0二
二
」
丸
一
五
…
}
専
七
0

1
沼
七
、
八
九
六
一
向
上

ス

デ

y

一
〆
五
一
七
・
0
0
0
一
ご
J

一
凶
八
一
一
一
一
一
八
丸
一
一
一
一
一
一
一
目
、
百
一
一
任
意
思

、、ノ

1f1 
レ

キ

河

ル

ン

一

一

間

二

九

Q
0
0
一一一一、八
0

1

七
・
一
一
一
五
九
日
一
丸
、
呆
問
一
代
表
者
組
織
二
八
九
0

2
惑

に

で

議

ご

:
;
7了

一
喜
一
、
0
0
0
一
二
五
、
凡
さ
一
一
一
八
四
回
一
一
一
尽
き
大
一
芯
謀
長
際
議
忙
で
籍
。

…

i
i
e一
?
?
L
E
一
日
九
O
五
ド
来
有
成
…
λ
九
一
一
卒
後
怠

マ

y

ρ

イ
ム
…
ヱ
ハ
問
、
0
0
0
一

i
i一
二

J
J
f
一
一
三
岡
般
に
み
立
ー

一a
八
九
b
d
r
泉
市
設
二

L
丸
山
一
年
前
秘
跡
、
絞
殺

プ
ブ
イ
プ
ル
ヒ
一
七
一
問
、
0
0
0
一
三
、
一
一
大
八
一
六
、
問
コ
コ
一
一
一
ア
也
、
七
O
二
降
般
に
て
設
立

J

J

プ

イ

プ

ナ

似

ヒ

…

五

O
問、
0
0
0
一
九
、
丸
山
間
五
三
六
回
二
五
十
一
一
六
」
一
五

o一
市
補
助
に
依
る
任
滋
隠
憾

ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ヒ
…
一
六
八
、
0
0
0
一
一
一
三
七
二
一
一
一
J

一
九
三
…
王
国
大
間
二
八
九
五
市
制
限

一
九
九
閥

-doo一
九
、
λ
七
八
一
問
、
丸
四

0
7問
‘
λ
〕
八
一
一
八
九
六
年
市
設

ユ
ユ
ル
ン
バ
ル
ヒ

前
知
山
各
種
の
労
働
取
引
所
中
最
も
事
業
の
城
大
な
る
伯
林
滋
に
ミ
ユ

ン'

，、、

y

の
‘
取
引
所
に
、

就
て
説
明
せ
ん
に
、
伯
林
帥
労
働
取
引
所
は
し
初
仁
規
模
の
大
な
る
を
以
て
特
色
t
ζ

ず
る
の
み
な
ら

ヂ
、
市
設
に
非
や

J

し
て
、
候
滋
悶
憾
の
下
仁
成
立
し
、
市
よ

J

り
年
額
凶
湾
総
克
の
補
助
、
を
受
く
る
に

止
ま
る
が
如
き
最
も
注
目
ぞ
依
す
可
し
と
す
。

随
て
‘
取
引
所
に
於
げ
る
取
引
は
無
料
に
非
夕
、

就
臓
希
州
出
品
者
以
二
十
プ
プ
品
ニ

ヅ
ヒ
を
文
郷
ぴ
、
此
飯
牧
読
を
い
符
ず
る
者
に
限

b
、
一
一
…
筒
月
間
取

取
引
所
の
行
訟
は
職
工
組
令
、
使
係
者
組
令
の
代
表
者
よ

引
所
の
待
合
療
に
出
入
す
る
止
符
。

ー
り
成
手
委
員
舎
の
挙
る
所
仁
し
て
、
取
引
所
を
職
業
の
種
紙
仁
依
て
区
制
し
、
以
て
事
務
の
鹿
沼

y

傍
働
.
取
引
所
は
千
八
百
九
十
五
年
十
一
月
一
日
を
以
て
開
設
せ
ら
れ
、

に
使
ず
。

ミ
一
ユ
ジ
ヘ

15 

二一}必
" 



.句、

創
V

働

取

引

所

論

日一一一}八

t6 

葉
設
立
の
迎
由
J
a
p
e

甫
し
て
、
第
一
二
悦
術
者
放
仁
被
傭
者
(
商
工
業
家
庭
内
の
努
伎
に
闘
す
る
持
働
者
、

一
時
的
批
労
働
者
-
徒
治
を
合
立
を
し
て
就
業
に
闘
し
、
互
に
関
係
を
礎
鋳
な
ら
し
な
る
乙
之
、
第
一
一

航
労
働
者
地
に
使
備
の
秋
況
仁
闘
し
、
総
て
の
材
料
を
蒐
ダ
ナ
る
乙
と
の
ご
紡
配
容
げ
父

60
あ(

;、
一

j 守

. ‘  .、
・ '・6 ・，‘ J 、. 
'‘ ι 

引
所
の
鼠
畿
は
一
ニ
名
の
使
俄
者
、
同
数
の
被
傭
者
誠
仁
市
の
任
命
し
文
る
‘
幾
何
山
内
長
の
挙
中
に
義

'h'
、
‘
取
引
い
ト
狩
し
で
は
何
等
糾
金

-T-
双
コ
ヂ
、
絞
倍
の
設
用
は
総
て
市
政
府
の
酪
出
に
係
る
。

‘ 、

栂
滋
に
於
て
以
労
働
取
引
所
の
事
業
滋
一
巡
す
る
に
防
び
、
取
引
所
之
枇
労
働
問
織
と
の
閥
係
殊
に

資
本
家
F
C

峨
労
働
者
止
の
聞
い
ド
紛
識
を
生

b
な
る
場
合
仁
、
一
取
引
所
の
一
取
る
一
円
を
方
針
に
就
て
伶

間
の
総
論
を
芯
泌
す
る
に
去
れ
J

り。

F、、「
列3

一
取
引
所
以
焚
銀
叉
は
使
館
僚
件
が
職
工
印
刷
令
の
定

リ
め
セ
る
線
路
と

致

せ

LY
る
職
業
所
一
通
告
す
る
L
し
を
杭
絡
し
、
以
て
気
銀
撤
仁
使
俄
依
件
の
問

ぽ
品
目
崎
・
A

t

L

守

h

〉

，

E

、
、
人
'
合

F
f

、

}

〉

D

民

間

ヒ

江

4
9
J
F
Z
7
1
.
支
告
と
、
す
る
か
ー

此
問
題
に
机
刻
し
て
取
引
所
の
錦
す
所
を
見
る
に
、
多
く
は

. 
-、J ‘1・‘十.

期
る
事
演
に
関
係
し
、
特
別
の
努
働
総
件
配
版
行
す
る
を
以
て
、
取
引
所
の
織
れ
?
と
総
め
念
る
も

の
、
如
し
。

州
問
者
被
術
者
は
各
自
の
問
仁
於
て
一
凝
傭
依
件
を
定

U
一
司
く
、
淑
引
所
綜
雨
者
炉
、
媒

介
す
る
の
職
n
V
を
行
ふ
に
止
ま
る
。

殺
し

4
使
備
者
が
件
前
外
仁
低
廉
な
る
賃
銀
?
"
申
出
で
食

ツ
心
的
吋
に
は
、
取
引
所
は
斯
る
資
銀
に
で
政
到
底
所
一
裂
の
批
労
働
者
を
得
る
能
は
会
旬
、
る
乙
と
を
使
館

ぽいも~6" ト

者
に
忠
告
す
る
と
と
を
以
て
、
最
上
の
任
務
ー
し
ず
可
く
、
此
忠
告
に
授
し
な
が
ら
、
常
一
ほ
俊
傭
者
に

於
て
認
申
出
を
改
め
・
本
J
E
ず
れ
い
ば
、
取
引
所
は
器
俄

t
賃
銀
と
を
告
示
し
て
、
機
募
者
を
待
つ
可

を
の
み
。

第
二
傭
者
被
傭
者
間
に
紛
議
の
趨
れ
る
場
合
に
、
取
引
所
は
双
方
、
に
濁
し
て
如
何
な

る
態
度
を
取
る
可
を
か
。
同
盟
罷
工
叉
は
総
解
雇
の
場
合
に
、
取
引
所
が
新
に
傍
働
者
の
供
給

に
め
何
ら
ん
が
、
使
傭
者
を
助
く
あ
い
札
至
る
と
同
特
に
、
此
供
給
を
拒
級
せ
ん
わ
、
努
働
者
を
助
く
る

に
盗
r
り
公
る
を
得
・
ボ

J
O

此
間
に
廃
し
て
、
取
一
引
所
が
取
る
可
を
方
針
を
築
中
J

る
に
、
大
機
上
皮
の

凶
種
仁
川
方
つ
を
得
ぺ
し
。

第
一
、
必
然
紛
議
、
を
閑
却
し
、
紛
議
の
潟
め
に
怨
借
地
主
錦
ん
ノ
セ
る
峨
労
働
者
の
地
位
を
充
ず
に
、

他
の
原
図
よ
J

り
来
れ
る
獄
-
一
位
仁
動
ず
る
ー
に
同
様
仁
ず
る
"
も
の
(
コ
ユ
ル

Y

ペ

ル
ヒ
に
行
は
件
、

伯
林
も
千
九
百
五
年
ま
で
此
方
針
を
取
れ
t

り)。

第
二
、
紛
議
仁
仲
裁
け
る
滋
位
史
認
絡
し
、
叉
就
職
希
望
者
に
之
を
告
知
ず
と
鰍
母
、
之
&
潟
ず

仁
蛍

b
、
就
職
者
仁
粉
畿
の
事
貨
を
知
ら
し
む
る
唱
の
(
ヂ
ユ
ヅ
セ
ル
ド
ル
プ
、
プ
テ

Y

グ
プ
ル

一;'jをヤ“ 4

17 

ト
仁
行
は
れ
、
千
九
百
五
年
以
後
の
伯
林
、
千
九
百
四
年
以
後
の
キ
ヨ
ル
シ
仁
港
行
は
『
'
令
官
ほ

此
外
仁
以
上
の
事
貨
を
取
引
所
構
内
に
扱
一
郎
ー
す
る
替
の
(
ス
ト
ー
ブ

λ

プ
ル
ヒ
、
千
八
百
九
十
八

蹴

W

働
取
引
所
一
倫

ニ一一一九

e 

“ 

s . 
'且



Y
4

二、

朗

w
働

取

引

所

倫

品
開
。

， 18 

年
後
の
ミ
品

Y

へ
シ
千
九
百
…
年
後
の
ス
ヂ
ト
ず
ル
ト
広
行
は
る
可

第
三
、
紛
識
の
横
綴
中
、
紛
議
関
係
者
に
謝
し
て
、
取
引
所
の
事
業
を
中
止
す
る
替
の
(
バ
ー
ル

メ
シ
、
千
九
百
凶
年
前
の
キ
ヨ
ル

Y

に
行
は
る
)
。

e 、

第
四
、
紛
議
の
起
れ
る
皮
毎
仁
、
命
日
畿
を
協
を
て
方
針
を
決
定
す
る
も
の
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に
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潤
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岡
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潟
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